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特集＞＞＞　都市環境の整備向上

エコまちづくり事業による都市環境対策の推進

国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課

我が国における中長期的な温室効果ガス削減の削減目標に向けて，建築物や機器・設備など個別・単体
対策による温室効果ガスの削減の取組みに加えて，集約型都市構造への転換をはじめとする低炭素型都市
構造を目指した都市づくりに向けた抜本的対策が不可欠な状況になっている。
そこで，国土交通省では，都市政策としての包括的な都市環境対策の推進に向け，公民が一体となった

包括的な都市環境対策を強力に推進し，低炭素型都市の実現を目的としたエコまちづくり事業（先導的都
市環境促進事業）を平成 20 年度に創設した。
エコまちづくり事業による低炭素型の都市づくりに向けた環境負荷低減の取組みを紹介する。

キーワード： 低炭素型都市構造，エネルギーの面的利用，エコまちづくり事業（先導的都市環境形成促進
事業）

1．はじめに

京都議定書の第1約束期間が昨年4月より開始され，
2008 ～ 2012 年に CO2 をはじめとする温室効果ガス排
出量を 1990 年度比△ 6％に抑制しなければならない
ところだが，我が国の CO2 等の排出量は依然として
増加し続け，2007 年度（確定値）は基準年比 9％上回っ
ており，これまでのような対策のペースでは△ 6％の
削減が達成困難な状況である。
さらに，昨年 7月に開催された北海道洞爺湖サミッ
トにおいて，2050 年までに世界全体の温室効果ガス
排出量を少なくとも 50％削減するという長期目標を
世界全体の目標として採択することを求めるという
ことに合意するなど，中長期的な CO2 排出量の大幅
削減に向け，ポスト京都議定書（地球温暖化対策の
2013 年以降の枠組み）の議論が本格化している。
我が国では 2050 年までの長期目標として，60 ～

80％の温室効果ガス排出削減を掲げており，建築物や
機器・設備など個別・単体対策による温室効果ガスの
削減の取組みに加えて，集約型都市構造への転換をは
じめとする，低炭素型の都市づくりに向けた都市構造
全体を見据えた総合的な対策が不可欠となっている。
以下，都市行政分野における環境対策位置付けや国
土交通省における取組み等について述べる。

2．都市行政分野における環境対策との関連

（1）京都議定書目標達成計画における都市政策
京都議定書の温室効果ガス 6％削減約束を確実に達

成するための指針として，京都議定書目標達成計画が
平成 17 年 4 月 28 日に閣議決定され，同計画の改定案
が平成 20 年 3 月 28 日に閣議決定された。
改定案の中では新しく，「低炭素型の都市・地域デ
ザイン」として，「集約型・低炭素型都市構造の実現」
や，「地区・街区レベルにおける対策」など，低炭素
型の都市構築の推進に係る項目が追加されており，都
市政策としての環境対策の必要性が打ち出されている
ところである（表─ 1）。
特に，「地区・街区レベルにおける対策」においては，

表─ 1　エネルギー起源二酸化炭素に関する対策の全体像
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『都市開発などの機会をとらえ，公民協働の取組みに
より二酸化炭素排出量の大幅な削減が見込める先導的
な対策をエリア全体，複合建物で導入するなど，街区
レベルや地区レベルでの面的な対策を導入することに
より低炭素型都市の構築を推進する。』と謳われてお
り，市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街
地開発事業の機会をとらえ，公民協働による，単体対
策にとどまらない面的な環境対策の導入が強く求めら
れているところである。

 （2）低炭素型都市構造を目指した都市づくり
我が国の都市では，高度成長期以降，人口流入と都
市の外延的拡大が進んだうえ，近年では大規模集客施
設や公共・公益施設などの都市機能の郊外立地が進ん
でおり，自動車利用等の一層の高まりによる CO2 排
出量の増加が懸念されている。一方，人口がまとまっ
ている都市中心部や，公共交通機関が整備されてい
る都市は一人当たりの CO2 排出量が少ない傾向が見
られることなどから，都市をコンパクト化するなど，
CO2 排出量やエネルギー消費量の少ない環境負荷の小
さな都市構造，すなわち低炭素型都市構造へ転換する

ことの有効性，必要性が指摘されているところである。
そこで，これまで都市に関わる各部門において取り
組んできた温室効果ガス削減効果を一層高めるため，
都市構造全体を見据えた取組みを進め，低炭素型都市
構造への取組みとして，「集約型都市構造の実現」「都
市緑化等の推進」「下水道における資源・エネルギー
の有効利用等の推進」及び「エネルギーの面的利用の
促進」の主に 4つの政策を総合的に推進する（図─ 1）。

3． エコまちづくり事業（先導的都市環境形
成促進事業）

都市政策としての包括的な都市環境対策の推進に向
け，国土交通省では平成 20 年度に先導的都市環境形
成総合支援事業を創設した。
今後の都市政策の方向性として，集約型都市構造を

目指していく状況において，当該事業は，環境対策を重
点的に行うべきと考えられるエリアである集約型都市
構造の実現に資する拠点的市街地等において，単体対
策にとどまらない地区・街区レベルの包括的な環境負
荷削減対策を強力に推進することを目的としており，

図─ 1　低炭素型都市構造への取組イメージ
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公民共同の包括的な都市環境対策に係る計画を策定・
評価していただき，環境貢献の高い計画に対して，国が，
包括的かつ集中的に支援を行うものである（図─ 2）。
支援の具体的内容としては，計画策定，コーディネー

トや社会実験・実証実験等の本格的な着手の前の先行

的な事業を支援する「エコまちづくり事業（先導的都
市環境形成促進事業）」と，エネルギーの面的利用の
推進，民有地等を活用した緑化の推進，都市交通施策
の推進等に向けた「各種事業の特例」の二つがある（図
─3）。ここでは，エコまちづくり事業について紹介する。

図─ 3　先導的都市環境形成総合支援事業の概要

図─ 2　先導的都市環境形成総合支援事業を活用した都市環境負荷削減の取組の概要
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【エコまちづくり事業の概要】
当該事業は，公民が一体となった包括的な都市環境
対策を強力に推進するため，以下の三つの取組みを支
援するものである。
○計画策定費補助
都市環境対策に係る都市の基本方針の策定，都市負
荷削減効果を定量化，明確化するために必要な調査の
実施，先導的都市環境形成計画の策定等に対する補助
○コーディネート事業費補助
低炭素型の都市づくりに向けた環境関連企業との検
討会や住民との意見交換，関係者との合意形成に向け
たアンケート調査，代替案の策定及びパンフレット作
成等に対する補助
○社会実験・実証実験等実施費補助
太陽熱パネルの設置による建物間熱融通や太陽光パ
ネルの設置による電力の面的利用による省エネルギー
効果の把握，モニタリングの実施等に要する経費に対
する補助
平成 20 年度は 35 都市がエコまちづくり事業を活用
し，都市環境対策に取組んだ。平成 21 年度は 38 都市
が取組む予定で，この 38 都市には環境モデル都市に
選定された 13 都市のうち，7都市が含まれていると
ころである。

4． エコまちづくり事業の事例紹介（北九州
市城野地区）

（1）北九州市における環境対策の取組み
北九州市は，市民，産業界，行政が一体となって甚
大な公害問題を克服した経験など，地域の「環境力」
を結集して，「世代を超えて豊かさを蓄積していくス
トック型社会の構築」を基本理念に，都市構造，産業
構造，人材育成，文化の創造，アジアへの貢献という
5つのアプローチから，発展するアジアの低炭素社会
づくりを牽引する「アジアの環境フロンティア都市・

図─ 4　城野地区位置図

図─ 5　低炭素先進モデル街区のイメージ
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北九州」の実現を図ることとしている。
都市構造の面では，低炭素社会を実現するストック
型都市への転換を取組み方針として，城野地区をリー
ディングプロジェクトとして，市街地のゼロカーボン
街区を目指した「低炭素先進モデル街区」の形成を進
めることとしている。

（2）城野地区の概要
城野地区は，北九州市の小倉都心から南東約 3 km
に位置し，JR 日豊本線城野駅やモノレール城野駅，
国道 10 号に隣接する約 20 ha の土地で，陸上自衛隊
城野分屯地の移転やUR都市機構城野団地の「団地再
生（集約化）」に伴い，今後，大規模な土地利用の転
換が見込まれているエリアである（図─ 4）。

（3）エコまちづくり事業の取組み概要
城野地区では，公共交通の拠点性をさらに高め自家
用車の利用を抑制する仕組みや，省エネ住宅や長期優
良住宅の導入，太陽光などの自然エネルギーの利活用
など次世代の普及技術などを取り入れ，全国の先例と
なる低炭素形の街区形成を図る。現在，その実現に向
けて，有識者，市民，各事業者などさまざまな分野の

方から意見を聞きながら，導入可能な低炭素技術や土
地利用のあり方などの検討を行っているところである
（図─ 5）。

5．おわりに

京都議定書の削減約束の達成は当然のこと，ポスト
京都議定書の議論において，低炭素型の都市の実現は
真剣に取組むべき課題であり，我が国の中長期のCO2
排出量削減目標に向けて，国土交通省としても低炭素
型の都市づくりを着実に推進していく責務がある。
温室効果ガスの排出削減対策として，「点から面へ」
という基本的考えが京都議定書目標達成計画に位置づ
けられていることからも，市街地開発事業等の機会を
とらえて環境負荷削減に向けた取組に積極的に支援を
行う。
また，今年は環境モデル都市の優れた取組の全国展
開等を目的として昨年 12 月に設立された低炭素都市
推進協議会において，ワーキンググループ活動が予定
されています。この様な取組を通じて，関係各位の理
解が深まり，低炭素型の都市が実現されていくことを
期待する。

21

1．  積算の体系　
　・ 共通仮設費率の一部改定
2.  橋種別
 1） 鋼橋編
　・ 送出し設備質量算出式の改定
　・ 少数主桁架設歩掛の改正
　・ 歩道橋（側道橋）一部歩掛改定
 2） PC橋編
　・ 多主版桁橋　主桁製作工歩掛の追加
　・ 架設桁架設工法　歩掛の改定
　・ トラッククレーン架設工法　歩掛の改定

改訂


